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令和８年４月２３日 

 

居宅介護支援事業所 管理者 各位 

 

高齢福祉部介護保険課長 

箕田 裕子 

 

令和８年度上半期東京都主催認定調査員新規研修開催について 

 

日頃より当区の介護保険事業にご理解、ご協力をいただきまして誠にありがとうござ

います。 

認定調査員新規研修について、東京都からの通知に基づき実施させて頂きます。事業

所様におかれましては下記３に定める期間、下記の通り研修を実施いたしますので、受

講生の推薦方よろしくお願いいたします。 

 

記 

１．研修教材 

原則、下記ＵＲＬからご自身でアクセスし、履修します。 

（１）「要介護認定 認定調査員テキスト２００９改訂版」 
    https://www.mhlw.go.jp/content/001249525.pdf 

    冊子を希望の場合は、受講申込書のテキスト希望欄の「有」を選択して下さい。 
 （２）厚生労働省要介護認定適正化事業ＨＰ研修動画 

   ・「認定調査の基本的な考え方」講義動画（認定調査員能力向上研修会／東京会場（平

成２６年７月１６日）の講義模様、１時間２４分５０秒） 
   ・「介護認定審査会の手順と特記事項の書き方」解説動画（２０分１０秒） 
   ・ｅラーニングに収載されている動画教材（１時間１１分５０秒） 
    ※別紙「厚生労働省 要介護認定適正化事業【動画】」参照 

（３）問題集 
・全国テスト１６ 

・初学者問題集 
 

2．受講方法 

（１）「令和８年度上半期認定調査員新規研修 申込書」を区のホームページからダウンロ

ードし、受講対象者を記載してください。件名を「令和８年度上半期認定調査員新規

研修 申込書」としたうえで、介護保険課あてメールにてお送りください。（送付先：

SEA02061@mb.city.setagaya.tokyo.jp） 

（様式は、世田谷区のホームページからご確認ください。) 

URL（https://www.city.setagaya.lg.jp/02061/2316.html） 

世田谷区トップページ >福祉・健康 > 高齢・介護 > 介護保険事業者向け情報 > 



介護事業者の方へのお知らせ > 要介護認定調査委託事業所向け情報 

 

（２）申込書記載のメールアドレスあて「全国テスト１６」、「初学者問題集」、「受講アン

ケート」、「厚生労働省 要介護認定適正化事業【動画】」のファイルをお送りさせて

いただきます。 

 

（３）次の順番で受講してください。 

①１（１）の認定調査員テキストを読み込み、記載内容を理解します。 

    ↓ 

   ②１（２）で指定する動画を全て視聴し、内容を理解します。※メールにてお送り

しました「厚生労働省 要介護認定適正化事業【動画】」をご参照ください。 

    ↓ 

   ③１（３）の問題集を「全国テスト１６」→「初学者問題集」の順番で回答してく

ださい。回答の際に、解答結果シートで正解内容を確認・理解したら末尾の確認

欄に「済」を選択してください。設問シートの「区市町村名」、「氏名」、「介護支

援専門員番号（資格がある場合）」、「設問に回答漏れがないか」を確認してくださ

い。 

（４）「受講アンケート」を作成してください。 

（５）介護保険課あて受講が終了した旨メールにてご連絡ください。メール件名は「【事

業所名・受講者氏名】令和８年度上半期認定調査員新規研修受講完了報告」としてく

ださい。本文は空欄で構いません。※この段階でアンケート等の提出はありません。

添付ファイルは何もつけないでください 

（送付先：SEA02061@mb.city.setagaya.tokyo.jp） 

（６）申込書記載のメールアドレスあて、共有リンクを送付します。（３）（４）で作成

した「全国テスト１６」、「初学者問題集」、「受講アンケート」を共有リンク内

に格納してください。 

（７）上記(１)～(６)が完了後、世田谷区から東京都へ受講結果を報告、研修修了者名簿

に登載し、修了証を発行します。修了証書が世田谷区経由でお手元に届いた時点か

ら、認定調査員としての調査が可能となります。修了証書の発行には、(６)の提出か

ら３０～４０日程お時間を頂きます。お急ぎの場合は、早めの受講をお願いします。 

また、研修内容を補足する下記研修資料を世田谷区から配布します。 

補足研修資料 

・認定調査員ハンドブック２０２４ 

・認定調査員ハンドブック 別冊 問いかけ編 

 

３．申込・提出期限 

申込 

令和８年８月１７日(月)まで 

 

問題集・アンケート提出 

令和８年８月３１日(月)まで 

 



 

 

４．研修フロー図 

事業所（受講者） 世田谷区 東京都 

 
 
受講申込     

         
 

   

            
 
 
テキスト読了 

 動画視聴 
 問題集の回答 
 アンケート回答 
 受講完了連絡 

 
 
 
 
 

    
        
      
 
 

 

 
研修の周知・受講募集 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
   

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
受講結果確認・修了者名簿

登載・修了証送付 

 
 
 
 
 

 

５．その他 

（１）本通知に係る取扱いは、今後の国の通達、東京都の通知及び社会情勢等により変更することがあ

ります。変更する場合には、改めてホームページでご案内いたします。 

（２）研修に関してご不明な点や確認事項がある場合は、下記担当までお問い合わせください。 

 

 
＜担当＞ 

世田谷区高齢福祉部介護保険課介護認定審査事務係 

電 話：０３－５４３２－２９１２ 

ＦＡＸ：０３－５４３２－３０５９ 

ｍａｉｌ：SEA02061@mb.city.setagaya.tokyo.jp 

                         

共有リンクの送付 

回答した問題集、アンケー

トの提出 受領 

受領 

↓ 

保管 

調査可能 

各種様式送付 


